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令和 6 年度 石狩市浄配水場運転管理等業務委託 
運転管理業務 総合評価 

 
 評 価 項 目 得点（又は評価） 

１． 『月間業務判定評価』（50 点満点） 45 
２． 『品質(業務内容)評価』（40 点満点） 38 
３． 『業務改善提案評価』（加算点 10 点満点） 6 

合   計（100 点満点） 89 

４． 『総合評価』（ランク表示） ＡＡＡ 

〔所 見〕 

１. 石狩西部広域水道企業団と連携し、用水(浄水)の適切な受水量管理を行い、配

水場を適切に運転管理して安定した水道水の供給を行った。また、同企業団の第

２期創設事業に伴う諸作業等にも市とともに積極的に協力し、円滑な業務実施に

寄与した。 

２. 石狩市全域において、水道の水量・水質・水圧の要求水準を満たし、安心安全

かつ安定的な水道を実現した。 

３. 日頃からの点検・整備を通じて施設・設備への理解を深め、堅実な管理を実施

した。天候等による異常や緊急時への危機管理意識も十分であり、対応も迅速か

つ適切に行われていたことから、高く評価できる。 

４. 市が実施する施設更新工事等において、施設運転方法の変更や臨時の機器操作

等に適切に対応し、工事の進捗および完成に寄与した。 

５. 夜間水量の監視や、厚田区、浜益区における市が行う漏水調査の補助業務によ

り、漏水の早期発見と大規模漏水の発生防止に努めた。漏水事故の際には緊急対

応を行うなど、市職員との連携を積極的かつ適切に図った。 

６. 冬季間における施設の維持管理（水源地におけるスノージャム対策、除排雪）

を適切に実施した。厚田取水施設の冬季運用については、これまでの管理経験を

踏まえた管理手法を提案し、安定した施設運用を実現した。 

７. 着水井、沈澱池、ろ過池、配水池等の清掃を適切に実施し、施設を清潔に管理

するよう努めた。 

８. 巡回経路や休止施設の点検時における危険箇所等を早期に発見、解消し、安全

確保に努めた。 

９. 給水タンク車や給水袋等の緊急資機材を日頃より管理し、有事の際に直ちに対

応できる体制を常に構築している。 

10. 地域の清掃活動への参加、巡回点検時の施設周辺の自主的な清掃、市内イベン

ト時の給水等の対応を通じ、地域貢献に対する姿勢は高く評価できる。 

11. 市との連絡・連携体制は良好であり、安全・安心・安定な水道という共通目標

に向けて協働する姿勢は高く評価できる。 

 



別紙 1

月間業務評価結果

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

45.3 46.0 46.0 44.7 46.0 46.7

１０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 平均

45.0 46.0 44.7 45.3 45.7 42.7 45.3

（50点満点）

　　　　　【判定項目と内容】

※小数点以下は四捨五入とする。

令　和　６　年　度　

石狩市浄配水場運転管理等業務委託　運転管理業務評価要領

『月間業務判定評価』　結果表

総合評価点　『月間業務判定評価』 45点

 運転監視業務  監視室業務全般、日報等整理、物品管理、防犯などに関すること

 電気及び機械の保全業務  設備・計装等の定期点検、法定点検などに関すること

 巡回監視業務  施設等の運転、日常点検、清掃、薬品管理などに関すること

 水質管理業務  水質検査(法定・独自・臨時)、凝集試験などに関すること

 修繕・改修業務  更新工事等の立会いや修繕業務全般に関すること

 調達業務  薬品や燃料、通信、物品等の調達、資料整理に関すること

 維持管理業務  弁室、水管橋、配水池、取水施設等の点検や清掃等に関すること

 受配水量管理業務  依頼文書作成、連絡、水位など監視室との連携等に関すること

 緊急時対応  緊急時初期対応、異常対応、災害時の応急給水等に関すること

 その他業務  除雪、除草、車両管理、事務全般、その他上記以外のもの
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石狩市浄配水場運転管理等業務委託　月間業務評価　取りまとめ表

評価点　　優 5 月間業務の評価は、水道施設課長、担当主査、担当係員
評価点　　良 4 の３名で行い、評価結果の表示は、その３名をランダムに
評価点　　可 3 監督員A、B、Cに置き換える。
評価点　　不可 0

評価 点数 評価 点数 評価 点数 評価 点数 評価 点数 評価 点数

１．運転監視業務 良 4 良 4 優 5 良 4 良 4 良 4

２．電気及び機械の保全業務 優 5 優 5 良 4 優 5 優 5 優 5

３．巡回監視業務 優 5 良 4 優 5 優 5 良 4 優 5

４．水質管理業務 優 5 優 5 優 5 優 5 優 5 優 5

５．修繕・改修業務 良 4 優 5 優 5 優 5 優 5 優 5

６．調達業務 良 4 良 4 良 4 良 4 良 4 良 4

７．維持管理業務 優 5 優 5 優 5 良 4 優 5 優 5

８．受配水量管理業務 良 4 良 4 良 4 優 5 良 4 良 4

９．緊急時対応 優 5 優 5 優 5 優 5 優 5 良 4

１０．その他業務 良 4 良 4 良 4 良 4 優 5 優 5

45 45 46 46 46 46
（A） （B） （C） （A） （B） （C）

月間業務　評価点　

＝（（A）＋（B）＋（C））÷３

評価 点数 評価 点数 評価 点数 評価 点数 評価 点数 評価 点数

１．運転監視業務 良 4 良 4 優 5 優 5 優 5 優 5

２．電気及び機械の保全業務 優 5 優 5 良 4 優 5 優 5 良 4

３．巡回監視業務 優 5 優 5 優 5 良 4 良 4 優 5

４．水質管理業務 良 4 優 5 良 4 良 4 良 4 良 4

５．修繕・改修業務 優 5 優 5 優 5 良 4 良 4 優 5

６．調達業務 良 4 良 4 優 5 良 4 優 5 良 4

７．維持管理業務 優 5 良 4 優 5 優 5 優 5 優 5

８．受配水量管理業務 良 4 良 4 良 4 良 4 良 4 良 4

９．緊急時対応 優 5 優 5 優 5 良 4 良 4 優 5

１０．その他業務 良 4 優 5 優 5 優 5 良 4 優 5

45 46 47 44 44 46
（A） （B） （C） （A） （B） （C）

月間業務　評価点　

＝（（A）＋（B）＋（C））÷３
46.0

４月

監督員C

監督員B

５月
監督員A

44.7

６月

監督員B

監督員A 監督員B

監督員C

合計

７月
監督員A 監督員B 監督員C

別紙 1－1

合計

45.3

監督員C

46.0

監督員A
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石狩市浄配水場運転管理等業務委託　月間業務評価　取りまとめ表

評価点　　優 5 月間業務の評価は、水道施設課長、担当主査、担当係員
評価点　　良 4 の３名で行い、評価結果の表示は、その３名をランダムに
評価点　　可 3 監督員A、B、Cに置き換える。
評価点　　不可 0

評価 点数 評価 点数 評価 点数 評価 点数 評価 点数 評価 点数

１．運転監視業務 良 4 優 5 優 5 優 5 優 5 優 5

２．電気及び機械の保全業務 優 5 良 4 良 4 良 4 良 4 良 4

３．巡回監視業務 良 4 良 4 優 5 良 4 良 4 優 5

４．水質管理業務 良 4 良 4 良 4 良 4 良 4 良 4

５．修繕・改修業務 優 5 優 5 優 5 優 5 優 5 優 5

６．調達業務 優 5 優 5 良 4 良 4 優 5 良 4

７．維持管理業務 優 5 良 4 良 4 優 5 優 5 優 5

８．受配水量管理業務 優 5 優 5 優 5 優 5 優 5 優 5

９．緊急時対応 優 5 優 5 優 5 優 5 優 5 優 5

１０．その他業務 良 4 優 5 優 5 優 5 優 5 優 5

46 46 46 46 47 47
（A） （B） （C） （A） （B） （C）

月間業務　評価点　

＝（（A）＋（B）＋（C））÷３

評価 点数 評価 点数 評価 点数 評価 点数 評価 点数 評価 点数

１．運転監視業務 良 4 良 4 良 4 優 5 優 5 優 5

２．電気及び機械の保全業務 良 4 優 5 優 5 良 4 優 5 優 5

３．巡回監視業務 良 4 良 4 優 5 良 4 優 5 優 5

４．水質管理業務 良 4 良 4 良 4 優 5 良 4 優 5

５．修繕・改修業務 優 5 優 5 優 5 良 4 良 4 良 4

６．調達業務 良 4 優 5 良 4 良 4 良 4 良 4

７．維持管理業務 優 5 優 5 優 5 優 5 優 5 優 5

８．受配水量管理業務 良 4 優 5 優 5 優 5 優 5 優 5

９．緊急時対応 優 5 優 5 優 5 良 4 優 5 優 5

１０．その他業務 良 4 良 4 良 4 良 4 優 5 良 4

43 46 46 44 47 47
（A） （B） （C） （A） （B） （C）

月間業務　評価点　

＝（（A）＋（B）＋（C））÷３
45.0

監督員C

46.0

10月 11月

監督員B 監督員C

別紙 1－2

監督員B

46.7

監督員A

46.0

監督員A

合計

８月

監督員A 監督員B

９月

監督員B 監督員C 監督員C監督員A

合計

4



石狩市浄配水場運転管理等業務委託　月間業務評価　取りまとめ表

評価点　　優 5 月間業務の評価は、水道施設課長、担当主査、担当係員
評価点　　良 4 の３名で行い、評価結果の表示は、その３名をランダムに
評価点　　可 3 監督員A、B、Cに置き換える。
評価点　　不可 0

評価 点数 評価 点数 評価 点数 評価 点数 評価 点数 評価 点数

１．運転監視業務 優 5 良 4 優 5 優 5 良 4 優 5

２．電気及び機械の保全業務 良 4 良 4 優 5 優 5 優 5 優 5

３．巡回監視業務 良 4 良 4 良 4 良 4 優 5 良 4

４．水質管理業務 優 5 良 4 良 4 良 4 良 4 良 4

５．修繕・改修業務 良 4 優 5 優 5 優 5 優 5 優 5

６．調達業務 良 4 優 5 良 4 良 4 良 4 良 4

７．維持管理業務 優 5 優 5 良 4 良 4 優 5 良 4

８．受配水量管理業務 良 4 良 4 優 5 良 4 良 4 優 5

９．緊急時対応 優 5 優 5 優 5 良 4 優 5 優 5

１０．その他業務 良 4 優 5 良 4 優 5 優 5 優 5

44 45 45 44 46 46
（A） （B） （C） （A） （B） （C）

月間業務　評価点　

＝（（A）＋（B）＋（C））÷３

評価 点数 評価 点数 評価 点数 評価 点数 評価 点数 評価 点数

１．運転監視業務 優 5 優 5 優 5 優 5 良 4 優 5

２．電気及び機械の保全業務 良 4 良 4 良 4 良 4 良 4 良 4

３．巡回監視業務 優 5 良 4 優 5 良 4 良 4 優 5

４．水質管理業務 優 5 良 4 優 5 優 5 良 4 優 5

５．修繕・改修業務 優 5 優 5 優 5 良 4 良 4 良 4

６．調達業務 良 4 優 5 良 4 良 4 良 4 良 4

７．維持管理業務 良 4 優 5 優 5 良 4 良 4 優 5

８．受配水量管理業務 良 4 優 5 良 4 優 5 良 4 良 4

９．緊急時対応 良 4 優 5 優 5 良 4 良 4 優 5

１０．その他業務 良 4 優 5 良 4 良 4 良 4 良 4

44 47 46 43 40 45
（A） （B） （C） （A） （B） （C）

月間業務　評価点　

＝（（A）＋（B）＋（C））÷３
45.7

12月

監督員C

監督員B

１月
監督員A

42.7

２月

監督員B

監督員A 監督員B

監督員C

合計

３月
監督員A 監督員B 監督員C

別紙 1－3

合計

44.7

監督員C

45.3

監督員A
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注）換算係数10で除して、40点満点としたものを総合評価点『品質(業務内容)評価』とする。

　　小数点以下は四捨五入。

別紙－２

総合評価点『品質(業務内容)評価』 38点

石狩市浄配水場運転管理等業務委託　運転管理業務評価要領

『品質(業務内容)評価』　結果表

令　和　　6　　年　度

業 務 評 価 指 標 項 目 数

『 品 質 ( 業 務 内 容 ) 評 価 』 得 点 合 計 ※ 1 380 ／ 400

57

(40点満点)
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No. 評価指標 CEI採用の検討 評価点(レベル)の検討 評価内容 指標の定義等 a b c d e 評価結果 得点

重点度： △ （×1） 5点 4点 3点 2点 1点

最低点： 0点にしない

重点度： ○ （×2） 10点 8点 6点 4点 0点

最低点： 0点

重点度： △ （×1） 5点 4点 3点 2点 0点

最低点： 0点

重点度： △ （×1） 5点 4点 3点 2点 0点

最低点： 0点

重点度： ◎ （×3） 15点 12点 9点 6点 4点

最低点： 0点にしない

重点度： △ （×1） 5点 3点 0点

最低点： 0点

重点度： 〇 （×2） 10点 8点 6点 4点 0点

最低点： 0点

重点度： △ （×1） 5点 4点 3点 2点 1点

最低点： 0点にしない

重点度： 〇 （×2） 10点 8点 6点 4点 0点

最低点： 0点

重点度： △ （×1） 5点 4点 3点 2点 1点

最低点： 0点にしない

重点度： △ （×1） 5点 4点 3点 2点 1点

最低点： 0点にしない

重点度： △ （×1） 5点 4点 3点 2点 1点

最低点： 0点にしない

安全衛生に関する活動

保護具・安全器具の整備状況

関係法令等の遵守状況

施設設備等の法令点検状況

緊急連絡体制表の作成状況

要求水準の適合状況

適切な苦情対応率

労務災害発生件数

マニュアル上の参考CEIより
採用する。評価内容やレベル
は独自に設定し評価する。

保護具(ヘルメット、靴、安全帯）および酸欠ガ
ス測定器の点検率から安全に対する意識を評価す
る。

点検実施回数/点検計画数×100(%)

a 5点
実施率100% 実施率90%以上100%未満 実施率80%以上90%未満 実施率70%以上80%未満 実施率70%未満

12 CEI- 1 07 07 S

現在の評価にない項目である
が、必要項目であるため採用
する。

従事者の労務災害の発生防止を図る取組み状況
(実施率)を評価する。

安全衛生に関する活動数/実施予定数×100(%)

a 5点
安全衛生に関する活動状況100% 安全衛生に関する活動状況90%以上

100%未満
安全衛生に関する活動状況80%以上
90%未満

安全衛生に関する活動状況70%以上
80%未満

安全衛生に関する活動状況70%未満
11 CEI- 1 07  

最寄りの対象施設への20分圏内在住率により参集
体制を評価する。

20分圏内在住者数/受託従事者数×100(%)

b 4点
緊急時の要員確保率100% 緊急時の要員確保率90%以上100%

未満
緊急時の要員確保率80%以上90%未
満

緊急時の要員確保率70%以上80%未
満

緊急時の要員確保率70%未満
10 CEI- 1 07 04 S

現在の品質評価の62項にて類
似項目があり採用する。品質
評価の約1.2%の得点となって
いる。緊急作業人数の定量化
は困難なため評価内容やレベ

緊急時の対応率

現在の評価にない項目である
が、必要項目であるため採用
する。

緊急時の適切な対応率からリスクマネジメントの
技量を評価する。

対応件数/緊急時の発生件数(%)※対応件数は迅速
に対応し、被害を最小限とできたもの

a 10点
緊急時の対応率100% 緊急時の対応率90%以上100%未満 緊急時の対応率80%以上90%未満 緊急時の対応率70%以上80%未満 緊急時の対応率70%未満もしくは、

未対応事案があった。9

緊急時の要員確保

安全衛生パトロールの実施状況(実施率)より安全
意識の向上と取組み姿勢を評価する。

実施回数/年間計画数×100(%)

a 5点
安全衛生パトロール実施率100% 安全衛生パトロール実施率90%以上

100%未満
安全衛生パトロール実施率80%以上
90%未満

安全衛生パトロール実施率70%以上
80%未満

安全衛生パトロール実施率70%未満
8 CEI- 1 07 02  

現在の評価にない項目である
が、必要項目であるため採用
する。安全衛生パトロールの実施率

a 10点
労務災害発生件数0件 労務災害発生件数軽微な労務災害

(休業なし)1件
労務災害発生件数軽微な労務災害
(休業4日未満)1件

労務災害発生件数(休業4日以上)1件 労務災害発生件数(休業4日以上)2件
以上7 CEI- 1 07 01  

現在の品質評価の11項にて類
似項目があり採用する。品質
評価の約1.2%の得点となって
いる。

発生件数から受託者の職員管理、指導及びその体
制の有効性を労災発生件数から評価する。

委託者への労務災害報告数(件)※不可抗力による
ものは除く

苦情内容の確認、記録および関係部署への連絡や
必要な措置を評価する。

苦情対応件数/苦情件数×100(%)※委託者が受け
た受託者に関連する対応を含む。

c 3点
苦情対応率100%であり、適切な対
応であった。

苦情対応率100%であるが、やや不
適切な対応があった。または対応す
べき苦情がなかった。

苦情対応率100%であるが、不適切
な対応であった。または苦情対応率
100%未満

6 CEI- 1 05 01 S

現在の評価にない項目である
が、必要項目であるため採用
する。受託者が受ける苦情件
数は例年ほぼない状況のた
め、評価内容やレベルは独自

現在の品質評価の
18,30,33,35,37,39,41,43,47,5
0,53,54,57項にて類似項目が
あり採用する。品質評価の約
16%の得点となっている。

要求水準のうち施設出口の残留塩素、配水水圧、
受水量の達成状況を評価する。※取水量はCEI-
20101と重複除外

適合項目数/評価対象項目×100(%)※適合率

a 15点
要求水準の適合状況100% 要求水準の適合状況98%以上100%

未満
要求水準の適合状況96%以上98%未
満

要求水準の適合状況95%以上96%未
満

要求水準の適合状況95%未満
5 CEI- 1 04

現在の評価にない項目である
が、必要項目であるため採用
する。

緊急連絡体制表の適切な掲示、水質異常、設備異
常、停電、通信異常、漏水、防犯警備の連絡体制
(連絡先等や掲示状況)について評価する。

該当項目数/評価対象項目×100(%)※適合率

b 4点
適合率100% 適合率90%以上100%未満 適合率80%以上90%未満 適合率80%未満 適合率80%未満かつ、指定した初回

提出期限、もしくは再提出期限まで
に提出しなかった。

4 CEI-

現在の品質評価の24項にて類
似項目があり採用する。品質
評価の約1.2%の得点となって
いる。

自家用電気工作物保安管理点検および消防設備点
検について履行状況評価する。

法令点検実施数/法令点検実施対象項目数×
100(%)※実施率

a 5点
実施率100%かつ、点検の内容、結
果報告に不備がなかった。

実施率100%であったが、点検記録
に不備があった。

実施率100%であったが、点検の実
施内容に不備があり、是正し改善さ
れた。

実施率100%であったが、点検の実
施内容に不備があり、改善されな
かった。

実施率が100%未満、もしくは法令
等に違反する点検を行った(無資格
者による点検等)。

a 10点
違反が全くない。(適合率100%) 受託者の責で速やかに是正措置が取

られた軽微な違反がある。(適合率
90%以上)

受託者の責で速やかに是正措置が取
られた軽微な違反がある。(適合率
90%未満)または他の評価に該当し
ない軽易なものがあった。

関係機関より軽微な改善指導などを
受ける事象が発生した。

関係法令及び規則等に対する重大な
違反があった。2 CEI- 1 02 01  

現在の品質評価の12～13項に
て類似項目があり採用する。
品質評価の約2.5%の得点と
なっている。

契約図書等に基づく書類の提出

現在の品質評価の3～8項にて
類似項目があり採用する。品
質評価の約7.4%の得点となっ
ている。

年間業務計画、月間業務計画、年間業務報告、月
間業務報告、従事者の届出の提出状況と内容につ
いて評価する。

定めた期限に対する経過日数(日)

b 4点
全て期限内に提出され、内容も適切
に作成されている。

全て期限内に提出されているが、内
容に不備があり委託者の指示を必要
とした。

全て提出(一部の書類は最長で7営業
日以内の期限超過)。

全て提出(一部の書類は最長で8営業
日超えの期限超過)。

全て提出(多くの書類が期限超過)。

水道法、労働安全衛生法、消防法、電気事業法、
廃掃法、フロン法、個人情報保護法、道路交通法
の遵守状況について評価する。

違反なし項目数/評価対象項目数)×100(%)※適合
率

大分類/中分類/小分類/独自項

目

1 CEI- 1 01 01  

3 CEI- 1 02 02  

1 03 01  

01  

CEI- 1 07 03  

05

7



No. 評価指標 CEI採用の検討 評価点(レベル)の検討 評価内容 指標の定義等 a b c d e 評価結果 得点
大分類/中分類/小分類/独自項

目

重点度： △ （×1） 5点 4点 3点 2点 1点

最低点： 0点

重点度： △ （×1） 5点 4点 3点 2点 0点

最低点： 0点

重点度： △ （×1） 5点 3点 1点

最低点： 0点にしない

重点度： △ （×1） 5点 4点 3点 2点 1点

最低点： 0点にしない

重点度： △ （×1） 5点 4点 3点 2点 1点

最低点： 0点にしない

重点度： △ （×1） 5点 3点 0点

最低点： 0点

重点度： △ （×1） 5点 4点 3点 2点 1点

最低点： 0点にしない

重点度： ○ （×2） 10点 8点 6点 4点 0点

最低点： 0点

重点度： △ （×1） 5点 4点 3点 2点 1点

最低点： 0点にしない

重点度： ○ （×2） 10点 8点 6点 4点 2点

最低点： 0点にしない

重点度： ○ （×2） 10点 6点 0点

最低点： 0点

重点度： △ （×1） 5点 4点 3点 2点 1点

最低点： 0点にしない

資格取得率

マニュアル作成率

研修・訓練等の協働実施率

現在の品質評価の
16,44,51,55,58項にて類似項
目があり採用する。品質評価
の約6.1%の得点となってい
る。

取水不足日数と水利権95%以上の取水超過日数よ
り不適合率を求め、計画的な安定取水について評
価する。

(取水不足日数+取水超過日数)/1年間あたり日数
×100(%)※受託者の責でない事故、故障、点検
等によるものは除く。 a 5点

取水不適合率2%未満 取水不適合率2%以上4%未満 取水不適合率4%以上6%未満 取水不適合率6%以上8%未満 取水不適合率8%以上
24 CEI- 2 01 01  

新港中央配水場、花川北配水場での年1回の実施
率から、履行状況や業務向上への姿勢を評価す
る。

実施数/計画施設数2か所×100(%)

a 10点
実施率100% 実施率50% 実施できなかった

23 CEI- 1 10 05 S

現在の品質評価の66項にて類
似項目があり採用する。品質
評価の約1.2%の得点となって
いる。評価内容やレベルは独
自に設定し評価する。

現在の品質評価の64,65項に
て類似項目があり採用する。
品質評価の約2.4%の得点と
なっている。評価内容やレベ
ルは独自に設定し評価する。

対象施設に対する実施率から、履行状況や業務向
上への姿勢を評価する。

実施数/対象施設数×100(%)

a 10点
実施率100% 実施率90%以上100%未満 実施率80%以上90%未満 実施率70%以上80%未満 実施率70%未満

22 CEI- 1 10 04 S

定期的な清掃等の職場環境に関すること、省エネ
や再資源化にかかる取組みなどの項目数から評価
する。

環境配慮項目数(項目)※項目は受託者ヒアリング
による取組みを委託者が精査したものとする。

d 2点
環境配慮項目数6項目以上 環境配慮項目数5項目 環境配慮項目数4項目 環境配慮項目数3項目 環境配慮項目数2項目以下

21 CEI- 1 10 03  

現在の評価にない項目である
が、必要項目であるため採用
する。

a 10点
地域への貢献活動回数4回以上 地域への貢献活動回数3回 地域への貢献活動回数2回 地域への貢献活動回数1回 地域への貢献活動がなかった。

地域への貢献度

環境配慮項目数

20 CEI- 1 10 02 S

現在の品質評価の10,67～69
項にて類似項目があり採用す
る。品質評価の約4.9%の得点
となっている。評価内容やレ
ベルは独自に設定し評価す

地元企業での調達、清掃活動や防犯活動、イベン
ト協賛などから地域社会や住民に対する貢献度、
社会性を評価する。

年間の地域活動・イベント参加回数(回)※同内容
で定期的に実施しているものは1回としてカウン
トする。

開庁日における計画で定めた最低必要人員(石狩
地区2名、厚浜地区3名)の確保状況から組織体制
の安定状況について評価する。

年間の最低必要人員を欠いた日数(日)

a 5点
最低必要人員を欠いた日数0日 最低必要人員を欠いた日数1日 最低必要人員を欠いた日数2～3日 最低必要人員を欠いた日数4～5日 最低必要人員を欠いた日数6日以上

19 CEI- 1 09 05 S

現在の品質評価の2項にて項
目があり、標準CEIにはない
が採用する。品質評価の約
1.2%の得点となっている。評
価内容やレベルは独自に設定

企業組織内支援体制確立状況 a 5点
企業内での支援体制が確立されてお
り、その具体的な内容について委託
者に計画として提出している。

企業内での支援体制があるが、委託
者に具体的な計画としての提出にま
では至っていない。

企業内での支援体制が整備されてい
ない。

業務必要人員の確保状況

18 CEI- 1 09 04 S

マニュアル上の参考CEIより
採用する。評価内容やレベル
は独自に設定し評価する。

企業組織内支援体制について確立状況を評価す
る。

企業組織内支援体制確立状況

責任者の常駐

現在の品質評価の1項にて類
似項目があり採用する。品質
評価の約1.2%の得点となって
いる。CEIの定義と酷似して
いるが、評価内容やレベルは

開庁日の責任者常駐状況から、業務の責任達成度
を評価する。

常駐日数/開庁日×100(%)※責任者は総括責任者
もしくは副総括責任者とする。

a 5点
責任者の常駐100% 責任者の常駐95%以上100%未満 責任者の常駐95%未満

17 CEI- 1 09 01 S

受託者が計画した技術向上の研修の実施状況(実
施率)から、モチベーションやスキル向上の姿勢
を評価する。

実施回数/計画回数×100(%)

a 5点
研修の実施率100% 研修の実施率90%以上100%未満 研修の実施率80%以上90%未満 研修の実施率70%以上80%未満 研修の実施率70%未満

16 CEI- 1 08 05  

現在の品質評価の59項にて類
似項目があり採用する。品質
評価の約1.2%の得点となって
いる。

研修の実施率

現在の評価にない項目である
が、必要項目であるため採用
する。明確な目標数がないた
め評価内容やレベルは独自に
設定し評価する。

危機管理訓練・研修(情報伝達、給水車訓練等実
務)の実施状況について評価する。

年間に実施した訓練及び研修の回数(回)※委託者
の都合や不可抗力による中止は除く。

a 5点
２回以上 1回 実施しなかった。

15 CEI- 1 08 04 S

現在の品質評価の60項にて類
似項目があり採用する。品質
評価の約1.2%の得点となって
いる。

新規作成および改定の計画状況とその実施状況
(作成率、改定率)から取組みの姿勢を評価する。

(新規作成数+改定作成数)/(計画新規作成数+計画
改定作成数)×100(%)※計画には委託者が要求し
たものを含む。 a 5点

マニュアル作成率100% マニュアル作成率90%以上100%未
満

マニュアル作成率80%以上90%未満 マニュアル作成率80%未満 マニュアル作成率80%未満かつ、委
託者が作成を文書で指示しても作成
しなかった。

14 CEI- 1 08 02  

契約図書や履行計画で定めたもののほか有益とな
る資格取得状況(取得率)を評価する。

(資格項目数×保有者数)/(資格項目数×1)×
100(%)

a 5点
資格取得率120%以上 資格取得率110%以上 資格取得率100%以上 資格取得率90%以上 資格取得率80%以下

13 CEI- 1 08 01 S

現在の品質評価の61項にて類
似項目があり採用する。品質
評価の約1.2%の得点となって
いる。評価内容やレベルは独
自に設定し評価する。

企画提案の取組み(設備振動測定、バッテリー
診断)

企画提案の取組み(環境測定)

取水不適切率
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No. 評価指標 CEI採用の検討 評価点(レベル)の検討 評価内容 指標の定義等 a b c d e 評価結果 得点
大分類/中分類/小分類/独自項

目

重点度： ○ （×2） 10点 0点

最低点： 0点

重点度： △ （×1） 5点 4点 3点 2点 1点

最低点： 0点にしない

重点度： 〇 （×2） 10点 8点 6点 4点 0点

最低点： 0点

重点度： △ （×1） 5点 3点 0点

最低点： 0点

重点度： △ （×1） 5点 4点 3点 2点 0点

最低点： 0点

重点度： △ （×1） 5点 4点 3点 2点 0点

最低点： 0点

重点度： △ （×1） 5点 4点 3点 2点 0点

最低点： 0点

重点度： △ （×1） 5点 3点 0点

最低点： 0点

重点度： △ （×1） 5点 3点 0点

最低点： 0点

重点度： 〇 （×2） 10点 8点 6点 4点 0点

最低点： 0点

重点度： ○ （×2） 10点 8点 6点 4点 2点

最低点： 0点にしない

重点度： ○ （×2） 10点 8点 6点 4点 2点

最低点： 0点にしない

計画に対する定期点検実施率より維持管理の適正
度を評価する。

定期点検の実施数/定期点検の計画数×100(%)※
外注の点検も含む

a 10点
定期点検実施率100% 定期点検実施率85%以上100%未満 定期点検実施率80%以上85%未満 定期点検実施率75%以上80%未満 定期点検実施率75%未満

36 CEI- 2 02 06  

現在の品質評価の25項にて類
似項目があり採用する。品質
評価の約1.2%の得点となって
いる。

a 10点
日常点検実施率100% 日常点検実施率90%以上100%未満 日常点検実施率85%以上90%未満 日常点検実施率80%以上85%未満 日常点検実施率70%未満

35 CEI- 2 02 05  

現在の品質評価の25項にて類
似項目があり採用する。品質
評価の約1.2%の得点となって
いる。

計画に対する日常点検実施率より維持管理の適正
度を評価する。

日常点検の実施数/日常点検の計画数×100(%)

a 10点
保全管理に係わる事故件数0件 軽度な事故(重度以外のもの)が1件 軽度な事故(重度以外のもの)が2件

以上
軽度な事故(重度以外のもの)が3件
以上

重度な事故(水質、給水に影響を及
ぼすもの)が1件以上34 CEI- 2 02 03 S

現在の品質評価の14項にて類
似項目があり採用する。品質
評価の約1.2%の得点となって
いる。評価レベルを一部独自
に設定し評価する。

現在の評価にない項目である
が、必要項目であるため採用
する。評価内容やレベルは独
自に設定し評価する。

燃料備蓄不足による点検作業や停電時への支障件
数から、危機管理意識を評価する。

燃料備蓄不足による支障件数(件)

a 5点
燃料備蓄不足0件 燃料備蓄不足により点検作業への支

障など軽微な事象が生じた。
燃料備蓄不足により停電時の支障な
ど重大な事象が生じた。33 CEI- 2 02 02 S

受託者の責により通信不能となり長期にわたる
データ欠損や監視制御に支障が生じた回数から従
事者への教育、マニュアルの徹底など保全管理健
全度を評価する。

通信不能回数(回)※長期にわたるデータ欠損や監
視制御に支障が生じた回数

a 5点
通信不能0回 通信不能3回以内 通信不能4回以上

32 CEI- 2 02 01  

現在の品質評価の15項にて類
似項目があり採用する。品質
評価の約1.2%の得点となって
いる。

現在の評価にない項目、標準
CEIにない項目であるが、必
要項目であるため採用する。
評価内容やレベルは独自に設
定し評価する。

受託者の管理不備による、給水車の出動に支障が
あった件数から、管理の適切な履行状況を評価す
る。

管理不備による出動支障件数(件)

a 5点
適切に管理がなされ、出動に支障が
なかった

出動支障件数1件、軽易なものであ
り即時に対応可能なものであった

出動支障件数1件、重大なものであ
りその対応に長時間を要するもので
あった

31 CEI- 2 01 11 S

受託者の設定不備による警備会社の対応回数から
管理意識について評価する。

設定不備回数(回)

c 3点
設定不備がなかった 設定不備1回 設定不備2回 設定不備3回 設定不備4回以上

30 CEI- 2 01 10 S

現在の品質評価の26項にて類
似項目があり採用する。品質
評価の約1.2%の得点となって
いる。評価内容やレベルは独
自に設定し評価する。

現在の品質評価の31,32項に
て類似項目があり採用する。
品質評価の約2.4%の得点と
なっている。評価内容やレベ
ルは独自に設定し評価する。

受託者の責に起因する除草や除雪に関する苦情相
談等の発生件数から適切な履行状況について評価
する。

苦情相談等の発生件数(件)※委託者からの指摘事
項も含める

a 5点
苦情相談等がなかった 苦情相談等の発生1件 苦情相談等の発生2件 苦情相談等の発生3件 苦情相談等の発生4件以上

29 CEI- 2 01 09 S

a 5点
連絡の不備および遅延による支障0
回

連絡の不備および遅延による支障1
回

連絡の不備および遅延による支障2
回以上(ただし危機事象が発生した
場合は1回でもe評価)

その他関連業務(除草・除雪業務)

28 CEI- 2 01 07  

現在の品質評価の15項にて類
似項目があり採用する。品質
評価の約1.2%の得点となって
いる。

連絡の不備等による業務支障回数から従事者の施
設理解度、習熟度や業務規律の徹底度を評価す
る。

業務に支障が生じた回数(回)

運転管理に係わる事故の重大度と件数から運転管
理にかかる監視および操作の適格性を評価する。

年間あたりの重大度ごとの事故件数(件)※施設の
誤操作、状態変化の見過ごし、ジャーテストの未
実施による凝集不良など a 10点

事故がなく適正な運転管理がされて
いた。

軽微な事故(事故の発生があったが
適正な是正措置がとられ、支障が生
じない事象)が1件あった。

軽微な事故が2件あった。 軽微な事故が3件以上かつ、やや不
適切な事故(事故の発生があり軽微
な支障が生じた事象)が1件あった。

軽微な事故4件以上またはやや不適
切な事故2件以上、不適切な事故(運
転停止、給水支障等が生じた事象)
が1件以上あった。

27 CEI- 2 01 05  

現在の品質評価の14項にて類
似項目があり採用する。品質
評価の約1.2%の得点となって
いる。

a 5点
配水池の適正水位逸脱回数0回 配水池の適正水位逸脱回数1回 配水池の適正水位逸脱回数2回 配水池の適正水位逸脱回数3回 配水池の適正水位逸脱回数4回以上

26 CEI- 2 01 04  

現在の品質評価の
34,36,38,40,42,45,46,48,49,5
2,56項にて類似項目があり採
用する。品質評価の約13.5%
の得点となっている。

受託者の責による適正水位(配水池維持管理水位)
逸脱回数から運転管理にかかる適正な運用を評価
する。

年間あたりの適正水位逸脱回数(回)※施設点検な
ど意図的に行ったもの、停電や災害など不可抗力
は除く

受託者の責により飲用禁止や煮沸条件等の制限設
けて給水した時間帯を含む日数から、運転及び維
持管理能力を評価する。

年間で飲用制限を行った日数(日)

a 10点
飲用制限日数0日 飲用制限日数1日以上

25 CEI- 2 01 02 S

現在の品質評価の17項にて類
似項目があり採用する。品質
評価の約1.2%の得点となって
いる。

飲用制限日数

配水池の適正運用

運転管理に係わる事故件数

連絡の不備及び遅延による支障

その他関連業務(機械警備業務)

その他関連業務(給水車管理業務)

通信不能

燃料備蓄不足

保全管理に係わる事故件数

日常点検実施率

定期点検実施率

保全管理に係わる事故の重大度と件数から保全管
理にかかる設備知識と設備保全の適格性を評価す
る。

年間あたりの重大度ごとの事故件数(件)※施設設
備等の点検、調整、修繕、校正、清掃等の不適に
より起因する事故

9



No. 評価指標 CEI採用の検討 評価点(レベル)の検討 評価内容 指標の定義等 a b c d e 評価結果 得点
大分類/中分類/小分類/独自項

目

重点度： △ （×1） 5点 4点 3点 2点 1点

最低点： 0点にしない

重点度： △ （×1） 5点 4点 3点 2点 1点

最低点： 0点にしない

重点度： △ （×1） 5点 3点 0点

最低点： 0点

重点度： △ （×1） 5点 3点 0点

最低点： 0点

重点度： ◎ （×3） 15点 12点 9点 6点 0点

最低点： 0点

重点度： △ （×1） 5点 4点 3点 2点 1点

最低点： 0点にしない

重点度： ○ （×2） 10点 6点 2点

最低点： 0点にしない

重点度： △ （×1） 5点 3点 0点

最低点： 0点

重点度： ○ （×2） 10点 8点 6点 4点 0点

最低点： 0点

重点度： △ （×1） 5点 4点 3点 2点 0点

最低点： 0点

重点度： △ （×1） 5点 3点 1点

最低点： 0点にしない

重点度： ○ （×2） 10点 8点 6点 4点 2点

最低点： 0点にしない

水管橋点検実施状況を実施率から評価する。 実施件数/計画件数×100(%)

a 10点
水管橋点検実施状況100% 水管橋点検実施状況95%以上100%

未満
水管橋点検実施状況90%以上95%未
満

水管橋点検実施状況80%以上90%未
満

水管橋点検実施状況80%未満
48 CEI- 3 04 01  

現在の評価にない項目である
が、必要項目であるため採用
する。

現在の評価にない項目である
が、必要項目であるため採用
する。

実施状況を評価する。 実施件数/計画件数×100(%)

a 5点
弁室・弁きょう等点検清掃実施状況
100%

弁室・弁きょう等点検清掃実施状況
90%以上100%未満

弁室・弁きょう等点検清掃実施状況
90%未満47 CEI- 3 03 01  

各種施設点検・清掃、弁類等の操作や調査・修理
による受託者の責による不適切な業務に起因する
施設破損件数から技術力等を評価する。

受託者の責に起因する施設損壊件数(件)

a 5点
施設損壊件数0件 施設損壊件数1件かつ、適切な是正

措置がとられ、運用に支障がなかっ
た

施設損壊件数2件以上かつ、適切な
是正措置がとられ、運用に支障がな
かった

施設損壊件数1件以上かつ、運用に
支障が生じた

施設損壊件数重大なもの1件以上も
しくは適切な是正措置がとられな
かった

46 CEI- 3 01 04  

現在の評価にない項目である
が、必要項目であるため採用
する。

現在の評価にない項目である
が、必要項目であるため採用
する。

弁きょう等点検、池状構造物点検清掃、取水施設
点検清掃の操作の誤り等の作業による断水、濁
水、減水などの発生状況により、作業の確実性や
習熟度を評価する。

受託者の責に起因する異常発生件数(回)

a 10点
作業による異常発生状況0回 作業による異常発生状況、小規模な

もの1回かつ、適正な処置により早
期に解消ができた

作業による異常発生状況、小規模な
もの2回以上かつ、適正な処置によ
り早期に解消ができた

作業による異常発生状況、中規模な
もの1回以上かつ、適正な処置によ
り早期に解消ができた

作業による異常発生状況、大規模な
もの1回以上もしくは適正な処置が
できず影響が長期化した

45 CEI- 3 01 03  

c 3点
年間点検実施回数2回以上 年間点検実施回数1回 年間点検実施回数0回

44 CEI- 3 01 01 S

現在の評価にない項目である
が、必要項目であるため採用
する。評価内容やレベルは独
自に設定し評価する。

可搬式発電機、水中ポンプ、ホースなどの定期的
な点検実施状況を評価する。

年間の点検実施回数(回)

専門業者外注の連続水質計器を除いた卓上濁度計
2台、PH計、残留塩素チェッカーのメンテナンス
実施率について評価する。

メンテナンス回数/計器総数4台×100(%)

a 10点
メンテナンス実施率100%以上 メンテナンス実施率100% メンテナンス実施率100%未満

43 CEI- 2 03 03 S

現在の評価にない項目である
が、必要項目であるため採用
する。評価内容やレベルは独
自に設定し評価する。

現在の品質評価の20,21項に
て類似項目があり採用する。
品質評価の約2.4%の得点と
なっている。評価内容やレベ
ルは独自に設定し評価する。

厚田浄水場の次亜684kg、PAC738kg、苛性
744kg、DPD試薬1箱、BTB試薬1本の常時保管規
定量の遵守を評価する。

年間の常時保管規定量不足の発生回数(回)※不足
の発生後補充までを1回とする

e 1点
不足発生回数0回 不足発生回数2回以内 不足発生回数4回以内 不足発生回数6回以内 不足発生回数8回以内

42 CEI- 2 03 02 S

受託者が定めた水質管理自主目標値(残留塩素、
PH)の達成率から取組みの姿勢と達成状況を評価
する。

(年間日数-目標値逸脱回数)/年間日数×100(%)

a 15点
水質管理目標達成率95%以上 水質管理目標達成率90%以上95%未

満
水質管理目標達成率85%以上90%未
満

水質管理目標達成率85%未満 水質管理目標の確認を行わなかっ
た。41 CEI- 2 03 01 S

現在の品質評価の73～80項に
て類似項目があり採用する。
品質評価の約9.9%の得点と
なっている。評価内容やレベ
ルは独自に設定し評価する。

現在の品質評価の23項にて類
似項目があり採用する。品質
評価の約1.2%の得点となって
いる。評価内容やレベルは独
自に設定し評価する。

管理状況や監視体制への支障から適切な管理度合
を評価する。

管理状況

a 5点
適切に管理がなされ、監視体制に支
障がなかった

一部不適切な管理があったが、監視
体制に支障がなかった。

不適切な管理により、監視体制に支
障が生じた40 CEI- 2 02 11 S

施設台帳作成状況を評価する。 未完の作成件数(件)※更新も含む

a 5点
作成未完件数0件 作成未完件数20件未満 作成未完件数20件以上

39 CEI- 2 02 11 S

現在の評価にない項目である
が、必要項目であるため採用
する。評価内容やレベルは独
自に設定し評価する。

現在の評価にない項目である
が、必要項目であるため採用
する。

見学者対応率から貢献度を評価する。 対応件数/依頼件数×100(%)

a 5点
見学者対応率100% 見学者対応率90%以上100%未満 見学者対応率80%以上90%未満 見学者対応率70%以上80%未満 見学者対応率70%未満

38 CEI- 2 02 10  

a 5点
執行率95%以上100% 執行率90%以上95%未満 執行率85%以上90%未満 執行率80%以上85%未満 執行率80%未満

37 CEI- 2 02 08 S

現在の品質評価の9項にて類
似項目があり採用する。品質
評価の約1.2%の得点となって
いる。評価内容やレベルは独
自に設定し評価する。

修繕等業務費の執行率を修繕実施の目安として実
施状況を評価する。

当該年度支出額/当該年度予算額×100(%)

弁室・弁きょう等点検清掃実施状況

水管橋点検実施状況

小規模修繕実施率

見学者対応率

施設台帳作成状況

検水魚の管理状況

水質管理目標達成率

薬品の在庫管理

水質計器のメンテナンス

使用機材点検実施率

作業による異常(断濁水、減水等)発生状況

施設損壊件数

10



No. 評価指標 CEI採用の検討 評価点(レベル)の検討 評価内容 指標の定義等 a b c d e 評価結果 得点
大分類/中分類/小分類/独自項

目

重点度： △ （×1） 5点 4点 3点 2点 0点

最低点： 0点

重点度： △ （×1） 5点 3点 1点

最低点： 0点にしない

重点度： ○ （×2） 10点 8点 6点 4点 2点

最低点： 0点にしない

重点度： ○ （×2） 10点 8点 6点 4点 2点

最低点： 0点にしない

重点度： △ （×1） 5点 4点 3点 2点 1点

最低点： 0点にしない

重点度： ○ （×2） 10点 0点

最低点： 0点

重点度： ○ （×2） 10点 6点 0点

最低点： 0点

重点度： ○ （×2） 10点 6点 0点

最低点： 0点

重点度： △ （×1） 5点 3点 0点

最低点： 0点

現在の品質評価の27項にて類
似項目があり採用する。品質
評価の約1.2%の得点となって
いる。評価レベルを一部独自
に設定し評価する。

水質検査計画(法令)に基づく水質検査の実施につ
いて履行状況を実施率より評価する。

現在の評価にない項目である
が、必要項目であるため採用
する。

採水・検査業務の報告、連絡状況について事務執
行状況を履行率より評価する。

a 5点
浄水薬品の品質確認状況100% 浄水薬品の品質確認状況95%以上

100%未満
浄水薬品の品質確認状況95%未満

57 CEI- 4 03 02  

現在の品質評価の22項にて類
似項目があり採用する。品質
評価の約1.2%の得点となって
いる。

浄水薬品の品質確認状況から薬品の管理能力や管
理意識を評価する。

品質確認実施数/確認必要数×100(%)

末端給水栓の水質確認状況について履行状況を実
施率より評価する。

確認数(日数)/実施予定数(年日数)×100(%)※天
候不良等不可抗力のものは除外する。

a 10点
給水栓の水質確認状況100% 給水栓の水質確認状況90%以上

100%未満
給水栓の水質確認状況90%未満

56 CEI- 4 02 10  

現在の評価にない項目である
が、必要項目であるため採用
する。

現在の品質評価の27項にて類
似項目があり採用する。品質
評価の約1.2%の得点となって
いる。

水質検査計画に基づく以外の水質検査(独自検査)
の実施について履行状況を実施率より評価する。

独自検査の実施状況実施件数/計画件数×100(%)

a 10点
独自検査の実施状況100% 独自検査の実施状況90%以上100%

未満
独自検査の実施状況90%未満

55 CEI- 4 02 09  

水質検査計画に基づく実施件数/必要件数×
100(%)

a 10点
法令に基づく水質検査実施状況
100%

法令に基づく水質検査実施状況
100%未満54 CEI- 4 02 01 S

報告・連絡数/業務実施予定回数×100(%)

a 5点
採水・検査業務の報告、連絡状況
100%、内容に不備はなかった

採水・検査業務の報告、連絡状況
100%、内容に不備があった

採水・検査業務の報告、連絡状況
90%以上100%未満

採水・検査業務の報告、連絡状況
80%以上90%未満

採水・検査業務の報告、連絡状況
80%未満53 CEI- 4 01 03  

池状構造物清掃実施状況を実施率より評価する。 実施件数/計画件数×100(%)

c 6点
池状構造物清掃実施状況100% 池状構造物清掃実施状況90%以上

100%未満
池状構造物清掃実施状況85%以上
90%未満

池状構造物清掃実施状況80%以上
85%未満

池状構造物清掃実施状況80%未満
52 CEI- 3 16 01  

現在の評価にない項目である
が、必要項目であるため採用
する。

a 10点
取水施設清掃実施状況100% 取水施設清掃実施状況90%以上

100%未満
取水施設清掃実施状況85%以上90%
未満

取水施設清掃実施状況80%以上85%
未満

取水施設清掃実施状況80%未満
51 CEI- 3 15 01  

現在の評価にない項目である
が、必要項目であるため採用
する。

取水施設清掃実施状況を実施率より評価する。 実施件数/計画件数×100(%)

取水施設点検実施状況を実施率より評価する。 実施件数/計画件数×100(%)

a 5点
取水施設点検実施率100% 取水施設点検実施率90%以上100%

未満
取水施設点検実施率90%未満

50 CEI- 3 08 01  

現在の評価にない項目である
が、必要項目であるため採用
する。

現在の評価にない項目である
が、必要項目であるため採用
する。

水道法施行規則第17の2によるコンクリート構造
物の点検の実施状況を実施率により評価する。

実施件数/計画件数×100(%)

a 5点
構造物定期点検実施率100% 構造物定期点検実施率95%以上

100%未満
構造物定期点検実施率90%以上95%
未満

構造物定期点検実施率80%以上90%
未満

構造物定期点検実施率80%未満
49 CEI- 3 07 01  配水池等構造物点検実施状況

取水施設点検実施状況

取水施設清掃実施状況

池状構造物清掃実施状況

採水・検査業務の報告、連絡状況

法令に基づく水質検査実施状況

独自検査の実施状況

給水栓の水質確認状況

浄水薬品の品質確認状況

380点得点合計（400点満点）
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別紙－3 

令 和 ６ 年 度 

石狩市浄配水場運転管理等業務委託 運転管理業務評価要領 

『業務改善提案評価』結果表 

 

総合評価点『業務改善提案評価』 

６点 （10点満点） 

業務提案の内容は、各浄配水場施設を把握して提出されたものであ
り、採用した場合一定の成果が見込めると判断したものである。複数
の提案があり、具体性や図示した資料等も含まれることから、評価点
2点に加算点4点を加え、合計6点とする。 

 ※提出された提案すべてを含めて評価し、評価点と評価の根拠を次頁に示す。 

【業務改善提案評価基準】 

評価基準 点数 

水道施設課において提案内容を検討した結果、その内容が大変すぐれており、採用 

した場合、かなりの成果が見込めると判断した（着眼点、改善手法、効果など） 
４点 

水道施設課において提案内容を検討した結果、その内容がすぐれており、採用した 

場合、成果が見込めると判断した（着眼点、改善手法、効果など） 
２点 

水道施設課において、提案内容を検討した結果、目立った成果が得られるか疑問であ

ると判断した 
１点 

業務改善提案がなかった ０点 

    以下に示す提案があった場合は、それを評価し加算点を加える。 

業務提案加算点 

乙から甲へ業務内容の改善を目的とした提案が複数 

提出されたときに、評価の点数に加算される点数 

点数 

２点以内 

改善に向けたより具体的な提案(概算費用や実施方法) 

が付加されたときに、評価の点数に加算される点数 

点数 

２点以内 

内容の図示、効果の可視化など、提案書類により工夫 

がなされたときに、評価の点数に加算される点数 

点数 

２点以内 

 

 

12 



 

13 
 

別紙 3 

『 業務改善提案表 』 
石狩市浄配水場等運転管理業務委託において、提出された業務改善の提案について、その内容を評価し点数化する。 
提出

年度 
提案事項 提案内容（概略） 

提案採用の

判断 
提案採用判断の理由 

提案事項 

実施予定 

提案実施 

の効果 
特記事項 

R6 
①  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
②  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
浜益取水施設 

取水スクリー

ン更新計画 
 
 
 
 
 
 
 
聚富配水池(№
1№2) 流入管

及び排泥弁更

新 
 
 
 
 
 

 
2014年度に更新工事を実施してから約 11年が経過

しますが、群別川は上流の砂防ダムが機能していない

こともあり、増水時には大型の土石類が流れやすく、

スクリーンは年々損傷が進行しております。現時点で

次年度更新が必要な状況だと考えてはおりませんが、

スクリーンが損壊して土砂が流入する事態になって

しまうと、取水復旧には相当数の日数が必要となるこ

とから、更新計画を進めることを提案いたします。 
 
 
令和６年度の№1 配水池清掃で流入弁を閉止した際

にボンネット固定用ボルトが腐食により離脱し、仮復

旧させたものの弁開度は約 50％程度の状況となって

おります。 
更新方法につきましては以下の手法となります。 

①№1-№3 連通管と№1 配水池流出管を仮設バイパス

管で接続 
②バイパス管のドレンで排水して開通 
③№2-№4 配水池連通弁閉、№2 流入弁閉、水抜き開

 
採用する 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
採用する 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

当該施設は主要な設

備であり、提案内容に

基づき、早期での実施

について検討してまい

ります。 

 

 

 

 

 

提案のとおり老朽化

が進んでいるものと判

断します。令和９年度

発注予定の当該配水池

更新工事にて実施しま

す。 
 
 
 

 
令和８年度

より計画手

法（コンサ

ル発注等）

および予算

化も含め検

討 
 
 
 
更新工事に

あわせて実

施 
 
 
 
 
 
 

 
安定供給

の向上 
 
 
 
 
 
 
 
 
老朽化対

策 
 
 
 
 
 
 
 

 
・複数提案 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・複数提案 
・具体提案 
 
 
 
 
 
 
 



 

14 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
③  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
④  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
花 川 北 配 水

場・浜益浄水

場・実田浄水場 

シーケンサー

更新 
 
 
 
 
 
厚 田 浄 水 場 

№1№2 フロッ

ク形成池 タ

ラップ設置 
 

始 
④水抜き後、送水ポンプを停止して№2 及び№1 流入

弁・排泥弁交換 (送水ポンプ停止で№3.4 の配水池

の受水停止も想定して水位予測が必要、№2 流入弁

交換のみで配水池水位が下がりすぎる場合は、№1
流入弁は再度水位回復後に実施) 

⑤№2 の施工完了後に復旧させ、№1 仮設バイパス管

を取り外して№1 配水池手順書により復旧させて完

了 
 
 
花川北配水場の薬注制御盤のシーケンサー、浜益浄

水場及び実田浄水場の運転制御盤は既にメーカー生

産を終了しており、代替品が無いことから更新につい

て提案いたします。 
 
 
 
 
 
 
毎年実施している厚田浄水場№1 及び№2 フロック

形成池清掃において、危険な作業となっていることか

らタラップ設置を提案いたします。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
採用する 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
採用する 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
提案のとおり老朽化

が進んでいるものと判

断しております。より

良い修繕方法も含め、

さらなる詳細提案をい

ただきながら、今後の

予算措置を念頭に検討

してまいります。 
 
 
作業の安全に関わる

ことであるため、設置

位置等を今後協議のう

え実施いたします。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
予算化につ

いて検討 
 
 
 
 
 
 
 
 
修繕等にて

検討 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
老朽化対

策 
 
 
 
 
 
 
 
 
安全対策 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・複数加算 
・具体提案 
 
 
 
 
 
 
 
 
・複数加算 
・具体提案 
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⑤  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑥  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑦  

新港中央配水

場・花川北配水

場 配水ポン

プ整備及び更

新中長期計画

の立案 
 
 
 
 
望来加圧ポン

プ№1 及び№2
の更新 
 
 
 
 
 
 
 
新港中央配水

場 ロガー更

新 
 
 

新港中央配水場及び花川北配水場の各配水ポンプ

は、設置から 10 年以上経過しております。つきまし

ては、貴市で更新時期を精査して頂いたうえで整備実

施の時期について提案したいことから、配水ポンプの

中長期計画立案(見直し)の検討について提案いたしま

す。 
 
 
 
 
望来加圧ポンプ№1 及び№2 については、昭和 50

年代に当該使用者が設置し市が管理を引き継いだも

のですが、一度も更新されておりません。また、これ

らはロガーに組み込まれておらず、巡回や苦情等でし

か不具合を把握できません。よって、警報システムも

含めた機器更新について検討を進めるよう提案いた

します。 
 
 
 
新港中央配水場のロガーは、供用開始に合わせて設置

され、10 年以上が経過しております。ロガー装置等

の耐用年数は一般に 10 年程度とされており、これか

ら検討を始めても、更新される頃にはさらに年数が経

過します。また、昨年度更新された厚田浄水場のロガ

ーでは新機種となっており、機種の開発タイミングに

採用する 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
採用する 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
採用する 

 市としても懸念して

いることから、計画を

進める。予算確保の観

点から長期となるが、

詳細な更新タイミング

や手法等については今

後協議させていただき

ます。 
 
 
提案のとおり老朽化

が進んでいるものと判

断しております。より

良い修繕方法も含め、

さらなる詳細提案をい

ただきながら、今後の

予算措置を念頭に検討

してまいります。 
 

 

 提案のとおりと考え

られます。更新工事に

実施するか、それ以前

に単独で更新できるか

も含め、直ちに検討を

開始します。 

計画の立案

を検討 
 
 
 
 
 
 
 
 
具体的な更

新手法につ

いて検討 
 
 
 
 
 
 
 
更新計画を

検討 

老朽化対

策 
 
 
 
 
 
 
 
 
老朽化対

策 
 
 
 
 
 
 
 
 
老朽化対

策 

・複数加算 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・複数加算 
・具体提案 
 
 
 
 
 
 
 
 
・複数加算 
・具体提案 
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よっては新港中央配水場と厚田浄水場で異なる機種

となることも懸念され、監視作業に支障をきたすこと

も考えられます。よって、早期の更新の検討を提案し

ます。 

 



受託者について

※平成２３年～平成２７年度まで委託業者（株）ジャパンウォーター 総合評価

※平成２８年～令和２年度まで委託業者（株）ウォーターエージェンシー ランク

※令和３年度より委託業者（株）ウォーターエージェンシー

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R2 R3 R4 R5 R6 R7

(50点満点) (40点満点) (10点満点)

45
36 37

5

45 45

Ｂ

0 0

月間業務判定評価 品質（業務内容）評価 業務改善提案評価

6

45
38

10

20 20

7 6 5
10

60

50

40 40

87 8988 87 8750

30 30

評価点数
（点）

100 100

90 90ＡＡＡ

37

60

80 80

ＡＡ
70 70

Ａ
90.2 87.7

総 合 評 価

(100点満点)

R６ 評 価 結 果 表

令和４年５月に評価要領を改定（令和３年度評価より適用）

結果表の「R２」(令和２年度分)は、改定前の要領にて評価した値を

参考として記載している。総合評価は改定前後ともに１００点満点で

すが内容は異なります。

旧要領

月間評価

(100点満点)

旧要領

品質評価

(100点満点)

旧要領

総合評価

(100点満点)

旧要領

提案評価

(10点満点)

※「月間業務判定評価」、「品質（業務内容）評価」、

「業務改善提案評価」の合計

要領改訂により

50点満点になりました
要領改訂により

40点満点になりました

要領改訂後も

10点満点になります
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